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三重県環境森林部　御中

文部和学省科学技術･学術政策局原子力安全課

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

経済産業沓製造産業局化学課
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空間放鼻哨邑量率の自主基準を超過.して廃棄物処分場に搬入及び
処分されたアイアンクレI-,=ついて　　　　　.ー､

チタン鉱石問題については.平成?年6月6日に当時の関係ヰ省庁1=よ-LJ取り吉

とめられた｢チタン鉱石問題に関する対応方針｣等に基づき.国.関係地方公共団

体及び卓タン製造業者が.必要な対応を行ってきたところであるo Lか｣.本年5･

月†4日に石原産業株式会社が発表Lた｢コンプライアンス総点槙の結果｣等におい

て､当該対応方針及び空間放射線量率の自主基準を超過したアイアンクレーが.廃

棄物処分場に搬入及び処分されたことが明らかになった｡このことを受け､今回､ I

三重県から相談があったことから､以下のとおり技術的な助言奇行う｡

( 1-)空間放射線量率自主基準を超過して廃棄物処分場に魅入及び処分されたアイ

アンクレー(以下､ ｢アイアンクレー｣といp5｡)の処理に閲し.第一義的[=責

任を有するのは石原産業株式会社であることを踏まえ､三重県は.石原崖薫株

式会社に封Lて.アイアシクレーの実態を把撞(廃棄した皇と場所の特定及び

原園究明)し.安全性を立証するとともに､県･住民専への説明責任者果たす,

よう指導すべきであること｡

(2)三重県は.く1 )の指導による石原産業株式会社の取租に対Lて､アイアン

クレーの現在及び将来の人体や周辺環境等に関する安全性が担保されているか

を評価すべきであること｡

(3 )存お. (2)の評価(=当たって.例えば.分析専門機関に封Lて環境放身相巨

分析の協力書求めるとともに､ ｢チタン鉱石問題に係る検討の結果と今後の対応

について｣ (平成8年5月30日　科学技術庁原子力安全烏チタン鉱石問題検討会)

等を参考とすることが有効であること｡その際､学芸鼓撞験者等の第三者に意見

を栄転ることも考えられること｡

(4)三重県は､ (2)の評価の結果を踏まえ､石原虚業♯武舎社に取るペ卓措置
l

等書手持するこ■と｡
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